
島根県肝炎治療医療費助成事業実施要綱 

新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

島根県肝炎治療医療費助成事業実施要綱  

  

第１～第13 〔略〕 第１～第13〔略〕 

第14 医療の給付 第14 医療の給付 

医療の給付は、現物給付によることを原則とする。

ただし、受給者が申請時から受給者証を交付するまで

の間に治療を受けたなどの事情により委託医療機関等

に対し治療費を支払った場合は、別紙様式第10号によ

る肝炎治療費償還払請求書を、所管保健所長を経由し

て知事に提出するものとする。 

 〔略〕 

第15 一部負担額   第15 一部負担額  

１ 受給者が負担する一部負担額は、１か月につき別表

３に定める額を限度とする。 

２ 知事は、前項の規定による一部負担額認定にあた

り、申請者本人との関係において配偶者に該当せず、

かつ、申請者及びその配偶者との関係において相互に

地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないものにつ

いては、当該世帯の市町村民税課税年額の合算対象か

ら除外することができる。 

当該除外を受けようとする申請者は、別紙様式第12

号による市町村民税額合算対象除外申請書を第５に定

める認定申請に添えて、所管保健所長を経由して知事

に提出するものとする。 

１ ～ ２ 〔略〕 

３ 〔削除〕 ３ 知事は、第１項の規定による一部負担額認定にあた

り、申請者を含む世帯員のうち寡婦控除等のみなし適

用の申請があったものについては、市町村民税課税年

額に寡婦控除等をみなし適用することができる。 

当該みなし適用を受けようとする申請者は、別紙様

式第13号による誓約書およびその要件に該当すること

を確認することのできる書類を第５に定める認定申請

に添えて、所管保健所長を経由して知事に提出するも

のとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１～26 〔略〕 

27 この要綱は、令和６年３月28日から施行し、令和６

年３月26日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１～26 〔略〕 

27 〔新設〕 



別紙１～３ 〔略〕 別紙１～３ 〔略〕 

別紙様式第１号 別紙様式第１号 

 
 

別紙様式第２号～第９号 〔略〕 別紙様式第２号～第９号 〔略〕 

別紙様式第10号 

表面 

別紙様式第10号 

表面 

 
 

 裏面   裏面 



〔削除〕 

 

 別紙様式第11号～第12号 〔略〕 別紙様式第11号～第12号 〔略〕 

 別紙様式第13号  別紙様式第13号 

 〔削除〕 

 

 


